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電子申請・届出システムとは

改
正
内
容

介護保険事業所に関する申請、届出及び申出（以下「申請等」

という。）は、原則として、厚生労働省が運用する「電子申請届

出システム」により提出しなければならない。

（介護保険法施行規則第165条の7）

「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」による

指摘を受け、介護保険法施行規則等が改正されました。

【適 用 日 】 令和６年４月１日

【経過措置】 令和８年３月３１日まで



尾道市の取扱い

尾道市では、「電子申請・届出システム」での申請等を

令和６年４月１日から受付開始しています。

原則、電子申請・届出システムによる申請となります。

※ ただし、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、
引き続き電子メールまたは紙媒体による提出を受け付けます。

令和８年４月１日から

電子申請・届出システムによる申請等を基本としますが、 電子メール
または紙媒体による提出も可能です。

令和８年３月３１日まで



電子申請・届出システムのメリット

 様式や添付書類を印刷することなく、電子データのまま提出できる。

→ 印刷用紙代、印刷時間の削減。

 いつでもどこでもインターネットから提出できる。

→ 閉庁時間でも受付可能、迅速な提出が可能。
郵送代・来庁に要する時間の削減。

 システムを通じて、書類の修正等のやりとりができる。

→ 入力不備で色が変わる等、書類作成負担が軽減。
申請等の内容確認や、処理状況の確認を行うことができる。
システム内で尾道市と不備や修正点の確認、再提出ができる。
過去に提出した申請等の内容確認ができる。



受付可能な申請等について

 新規指定申請

 指定更新申請

 変更届

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出（＝加算の届出）

 廃止、休止届

 再開届

※ 様式や添付書類等は尾道市ホームページを確認してください。
介護保険＞介護保険（事業者向け）＞事業者向けダウンロードコーナー（指定申請・更新申請・
変更届・加算の体制届） https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/22/80354.html



利用開始の準備について

 『GビズID』の取得

電子申請・届出システムの利用には、デジタル庁が運用する

GビズIDの取得が必要です。

デジタル庁 GビズID ホームページ （https://gbiz-id.go.jp/top/）

※ 『GビスID』アカウントには、プライム・メンバー・エントリーの3種類があり、
プライムもしくはメンバーを取得してください。

※ エントリーでは電子申請届出システムが利用できません。
※ すでにGビズIDプライムを取得している場合、メンバーのアカウントを

作成することができます。

〇 GビズIDプライム 〇 GビズIDメンバー

× GビズIDエントリー

https://gbiz-id.go.jp/top/


利用開始の準備について(『GビズID』の取得)

GビズIDプライムの申請の流れは以下の通りです。

GビズIDプライムは書類審査が必要であり、審査期間は

原則、２週間以内とされています。

※ 申請に必要なもの等はデジタル庁のホームページからご確認ください。

アカウント申請
に必要なものを
準備する

パソコンにて
gBiz IDプラ
イム申請書を
作成する

申請書を印刷
し・押印する

申請書と印鑑
（登録）証明書
を郵送する

審査完了
メール受取り

パスワード
登録完了



申請・届出のフロー

• 電子申請・届出システムにログイン。
• ログインにはＧビズＩＤ（プライムまたはメンバー）が必要。
• 初回ログイン時はアカウント登録画面が表示されます。
画面の指示に従って、登録を行ってください。

• 「申請届出メニュー」画面から、各種申請・届出を選択。
• 申請・届出先画面から「サービス分類」を選択。

（居宅地域密着型サービスは「地域密着型」）

• メニュー画面から申請・届出の内容や状況を確認ですることが
できます。

• 入力・登録した内容に間違いがないか、提出前に確認してください。
• 問題ないことを確認したら、申請してください。

• 申請・届出先や様式・付表の内容を入力してください。
• 申請・届出に必要な添付書類をアップロードしてください。



１ ログイン

電子申請・届出システムのサイトを開くと次のようなログイン画面が表示されます。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
事前に取得したG ビズ ID アカウントの ID とパスワードを入力し、ログインしてください。

「ヘルプ」に
操作マニュアルや
操作ガイド等が
あります。
ご確認ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/


２ 申請届出メニュー

「申請届出メニュー」画面から、各種申請・届出を選択。

【申請状況確認】
申請を行った後の、申請先での
受付状況等が確認できます。

申請・届出を選択。



２ 申請届出メニュー

次に「1サービス分類選択」「2都道府県選択」「3申請先選択」を選択。

「1サービス分類選択」

「地域密着型」を選択。

居宅介護支援、介護予防支援も

「地域密着型」に含まれます。

「2都道府県選択」

「広島県」

「3申請先選択」

「尾道市」



３ 申請内容の入力・登録

• 「様式入力」「付表入力」画面で様式・付表の内容を入力。

→ 「新規申請」「変更届出」「更新申請」は申請書・届出書・付表の情報を
システムに入力することとなります。（添付不要。）

• 情報を入力後、 「添付書類アップロード」画面で申請・届出に必要な添付

書類をアップロード。

※ 「加算の届出」は届出書及び添付書類を添付してください。
※ 選択した「サービス分類」に応じて様式、付表、添付可能なファイルが

切り替わります。
※ 登記事項証明書は『登記情報提供サービス』の利用登録した場合の

照会番号通知を添付してください。『登記情報提供サービス』を利用
していない場合は、別途原本を提出してください。（スキャンした
データをシステムへ添付した場合も原本の提出が必要です。）



登記情報提供サービス

登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で
確認できる有料サービスです。
詳細は登記情報提供サービスホームページからご確認ください。
（https://www1.touki.or.jp/）

• 登録料金（法人） 740円（税込）

• 法人登記情報発行料金 331円（税込）/１件

※令和7年１０月現在。

https://www1.touki.or.jp/


申請届出状況確認について

申請届出メニュー画面で『申請届出状況確認』をクリックすると申請情報が表示されます。
申請情報を再編集する場合、「一時保存」から再開や「差戻し」からの再申請を行うことが
できます。

申請届出
ステータス

説 明

一時保存
申請・届出情報の提出前で「一時保存」をした状態または「申請届出状況確認」画面で、「取
下げ」ボタンをクリックした状態。⇒「再開」ボタンより、再入力が可能。

申請（届出）済
未受付

申請・届出情報を提出した状態。⇒「取下げ」をすることが可能。
※取下げを行った場合、その旨をお知らせするメールが事業所及び指定権者に届きます。

受付中
指定権者が申請・届出情報を受付開始した状態。申請・届出情報の所有権が指定権者にな
り、介護事業所は申請・届出情報の「取下げ」が不可能となります。

受付済
指定権者が申請・届出情報を「受付済」にした状態。提出された申請・届出情報について問
題がないと判断され、一連の処理が終えた状態です。

差戻し
指定権者が申請・届出情報を「差戻し」にした状態。提出された申請・届出情報の内容に不
備等があり、介護事業所へ再提出を促した状態で、介護事業所が「再申請」を行うことが可
能です。※再申請を行った場合、履歴が表示されます。

却下
指定権者が申請・届出情報を「却下」した状態。提出された申請・届出情報について提出を
受け付けなかった状態で、介護事業所は「再申請」が不可能です。



操作ガイド（事業所向け）説明動画

下記のＵＲＬから厚生労働省Youtubeチャンネルで動画を視聴できます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5

※内容はＲ6集団指導の動画です。
※尾道市ホームページにもリンク先が添付されています。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5


電子申請・届出システムデモ環境

共通ＩＤ（ＧビズＩＤなし）で体験できるデモ環境があります。
尾道市ホームページにリンクがありますので、体験してみてください。


